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(57)【要約】
【課題】サーバが複数の端末を管理する端末管理システ
ムにおいて、各端末とサーバが無線通信によってデータ
を伝送する構成においても、要求のあった端末の位置を
特定することを目的とする。
【解決手段】端末１０３ａ～１０３ｃの内部メモリと、
端末１０３ａ～１０３ｃに貼付されたＲＦＩＤタグ１０
４ａ～１０４ｃに同一のＩＤ番号を記録することで、通
信サーバ１００が無線基地局１０１から受信した端末１
０３ａ～１０３ｃの通信用アドレスと内部メモリに記録
されたＩＤ番号と、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃによ
る空間距離検出から得られた端末１０３ａ～１０３ｃの
物理位置とＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃに記録され
たＩＤ番号が、座席レイアウト情報１０５と関連付けら
れ、要求を行った端末の位置を特定することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線により読み取り可能な固有のＩＤ番号が割当てられたＲＦＩＤタグと、
固有の通信用アドレスが割当てられた無線通信インターフェースと、
前記ＲＦＩＤタグのＩＤ番号と同一のＩＤ番号が記憶された不揮発性メモリとを具備する
無線端末。
【請求項２】
通信サーバと、
複数の無線端末と、
前記通信サーバに接続され、前記複数の無線端末との通信を行う無線基地局と、
前記通信サーバに接続され、ＲＦＩＤタグのＩＤ番号読み取り機能、および前記ＲＦＩＤ
タグとの空間距離検出機能を有した複数のタグリーダと、
を備えた端末管理システムにおいて、
前記無線端末は、固有のＩＤ番号が割当てられたＲＦＩＤタグと、固有の通信用アドレス
が割当てられた無線通信インターフェースと、前記ＲＦＩＤタグのＩＤ番号と同一のＩＤ
番号が記憶された不揮発性メモリとを具備し、
前記無線端末は、前記無線基地局との無線通信を介して前記通信サーバへ前記通信用アド
レスと共に前記不揮発性メモリに記憶されたＩＤ番号を伝送し、
前記タグリーダは、前記ＲＦＩＤタグとの空間距離と前記ＲＦＩＤタグのＩＤ番号とを前
記通信サーバに伝送し、
前記通信サーバは、同一のＩＤ番号で関連付けられた前記無線端末の物理位置と前記通信
用アドレスとを対応付けることを特徴とする端末管理システム。
【請求項３】
通信サーバと、
複数の無線端末と、
前記通信サーバに接続され、前記複数の無線端末との通信を行う無線基地局と、
前記通信サーバに接続され、ＲＦＩＤタグのＩＤ番号読み取り機能、前記ＲＦＩＤタグへ
の情報の書き込み機能、および前記ＲＦＩＤタグとの空間距離検出機能を有した複数のタ
グリーダライタと、
を備えた端末管理システムにおいて、
前記無線端末は固有のＩＤ番号が割当てられたＲＦＩＤタグと、固有の通信用アドレスが
割当てられた無線通信インターフェースと、前記ＲＦＩＤタグのＩＤ番号と同一のＩＤ番
号が記憶された不揮発性メモリを具備し、
前記無線端末は、前記無線基地局との無線通信を介して前記通信サーバへ前記通信用アド
レスと共に前記不揮発性メモリに記憶されたＩＤ番号を伝送し、
前記タグリーダライタは、前記ＲＦＩＤタグとの空間距離と前記ＲＦＩＤタグのＩＤ番号
とを前記通信サーバに伝送し、
前記通信サーバは、同一のＩＤ番号で関連付けられた前記無線端末の物理位置と前記通信
用アドレスとを対応付け、
前記タグリーダライタは、前記通信サーバによって対応付けられた情報を基に、前記ＲＦ
ＩＤタグに、前記無線端末に関する情報の読み書きを行うことを特徴とする端末管理シス
テム。
【請求項４】
所定のエリアに配列された複数の座席と、
前記複数の座席のそれぞれに設置され、ＩＰアドレスおよび端末ＩＤが割り当てられた複
数の座席端末と、
前記エリアにおける前記複数の座席のレイアウト情報を有し、前記複数の座席端末を管理
する管理サーバと、
前記管理サーバに接続され、前記複数の座席端末と無線通信を行うアクセスポイントと、
前記複数の座席端末のそれぞれに取付けられたＲＦＩＤタグと、
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前記ＲＦＩＤタグのタグＩＤを読み取る複数のＩＤリーダとを備え、
前記複数の座席端末に割り当てられたＩＰアドレスおよび端末ＩＤをネットワーク経由で
前記管理サーバに送信し、前記複数のタグリーダが検出した前記無線ＩＤタグのタグＩＤ
および距離情報を前記アクセスポイントを介して前記管理サーバに送信することで、前記
管理サーバが前記レイアウト情報に基づき、前記座席端末の物理的位置情報を前記ＩＰア
ドレスと関連付けて管理する端末管理システム。
【請求項５】
前記管理サーバは、前記座席端末の物理的位置情報を、前記複数のタグリーダからの距離
情報を用いて求めることを特徴とする請求項２乃至４のいずれかに記載の端末管理システ
ム。
【請求項６】
前記管理サーバは、前記座席端末の物理的位置情報を、前記複数のタグリーダからの距離
情報を用いて三角測量の位置算出手法により算出することを特徴とする請求項５に記載の
端末管理システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末および端末管理システムに関する。具体的には、航空機やスタジア
ム等、数多くの無線端末が設置された環境における、無線端末および端末管理システムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、航空機や列車・スタジアム等の、多数の座席が設置される環境において、各座席
に端末を設置し、観客・乗客が端末を介して映画や音楽などの配信サービスを受けること
ができるシステムが普及している。
【０００３】
　その中で、航空機内においては各座席に端末を設置し、乗客が映画やテレビゲームなど
を楽しむことができるエンターテイメントシステムが広く利用されている。このエンター
テイメントシステムにおいて、コンテンツの配信や端末の管理を行う通信サーバや各座席
端末は、イーサネット（登録商標）をはじめとする有線ネットワークで接続されている。
【０００４】
　システムが可能にするサービスとして、乗客が端末を用いて何らかの要求を行った際に
、その乗客の位置を特定し、要求を行った乗客に対してサービスを行う、というものがあ
り、その一例として、乗客がアテンダント（乗務員）の呼び出しや読書灯の点灯を、座席
に備え付けられたボタン操作で行うものがある。
【０００５】
　以下、読書灯の点灯を行うサービスについて、図６を用いて説明する。図６は従来の端
末管理システムの構成図で、座席が配列された航空機内の客室の一部を側面からみた図で
あり、１００は通信サーバ、１０３ａ～１０３ｃは座席に設置された端末、１０６ａ～１
０６ｃは読書灯、１０７ａ～１０７ｃは座席、１０８は読書灯１０６ｂが照らす範囲、４
００ａ～４００ｃは通信サーバ１００と端末１０３ａ～１０３ｃの間に接続されたスイッ
チである。
【０００６】
　以上のように構成されたシステムにおいて、例えば座席１０７ｂの乗客が前座席１０７
ａの端末１０３ａに設置されたタッチパネル（図示せず）、もしくは座席１０７ｂに設置
されたコントローラ（図示せず）などを用いて読書灯の点灯を要求すると、端末１０３ａ
からスイッチ４００ａを介して通信サーバ１００に端末１０３ａのＩＰアドレス・座席番
号・要求内容が送信され、通信サーバ１００は受信した内容を基に、座席１０７ｂに対応
する読書灯１０６ｂを点灯し、読書灯１０６ｂは座席１０７ｂに対して、スポットライト
１０８として限定された範囲を照らす。
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【０００７】
　このような乗客の位置の特定を必要とするサービスでは、要求を行った乗客に対してサ
ービスを行うために、その乗客の座席番号を特定する必要があるが、予め座席番号を端末
内に記録する場合、設置時に全端末に対して座席番号を設定する必要があり、多くの手間
を要する上、人為的な作業ミスが発生する可能性があり、実現困難である。
【０００８】
　一方、各端末はネットワーク経由で通信サーバに接続されているため、通信サーバは要
求を行った端末のＩＰアドレスを判別することは可能である。従って、通信サーバ側で各
座席端末のＩＰアドレスと座席番号との対応付けができていればよい。
【０００９】
　各座席端末のＩＰアドレスと座席番号との対応付けの一例を、表２に示す。
【００１０】
【表２】

【００１１】
　図６に示す有線ネットワークのシステムでは、通信サーバ１００は各端末の座席番号と
ＩＰアドレスを対応付け、要求のあった端末の場所を特定するために、以下の方法で各端
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末にＩＰアドレスを通信サーバ１００より割当て、表２を作成・使用する。
【００１２】
　まず、スイッチ４００ａ～４００ｃが自分の前後のスイッチのＭＡＣ（Ｍｅｄｉａ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを取得し、自分のＭＡＣアドレスと共に通信サー
バ１００へ送信する（例えばスイッチ４００ｂは、自分のＭＡＣアドレスと、前後のスイ
ッチ４００ａと４００ｃのＭＡＣアドレスを送信する）。通信サーバ１００は、スイッチ
４００ａ～４００ｃから受信したＭＡＣアドレスを基にスイッチ４００ａ～４００ｃの並
び順を把握し、順番にＩＰアドレスを割り当てる。このとき、通信サーバ１００は端末１
０３ａ～１０３ｃのＩＰアドレスを、端末１０３ａ～１０３ｃが接続されている各スイッ
チ４００ａ～４００ｃそれぞれに渡し、スイッチ４００ａ～４００ｃは自分に接続されて
いる端末１０３ａ～１０３ｃに、接続の順番にＩＰアドレスを割り当てる。スイッチ４０
０ａ～４００ｃは、自分に接続された端末１０３ａ～１０３ｃが設置されている座席の番
号を予め保持しているため、以上の方法で表２に示すように端末１０３ａ～１０３ｃの座
席番号とＩＰアドレスとが対応付けられている。
【００１３】
　しかし、上記有線ネットワークのシステムでは大量のケーブル類が必要なことから、重
量が問題となる航空機では、重量削減のため無線ネットワークによるシステムの検討が行
われている。
【００１４】
　従来、端末の位置を特定することができる無線システムとしては、公知の技術であるＲ
ＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）タグを用い
た非接触によるデータ読み書きと位置検出を利用したものがあり、例えば、特許文献１に
記載されているものがあった。特許文献１に記載された電子情報管理システムは、従来の
無線通信システムを示している。
【００１５】
　ＲＦＩＤタグはラベルなどの貼付容易な形状を有する微小な無線ＩＣチップであり、自
身の識別コードなどの情報が記録され、電波を使って管理システムと情報を送受信する能
力を持ち、近年ではアンテナ側からの非接触電力伝送技術により、電池を持たず半永久的
に利用可能にもなっている。
【００１６】
　以下に、特許文献１に記載された電子情報管理システムの構成について、図７を用いて
説明する。電子情報管理システムは、電子情報を管理するファイルサーバ７０１と、ファ
イルサーバ７０１から電子情報を取得するクライアント７０２と、クライアント７０２の
位置情報を検出する無線タグリーダ７０３ａおよび無線タグ７０３ｂと、無線タグリーダ
７０３ａおよび無線タグ７０３ｂで検出された位置情報からクライアント７０２の位置を
認証してクライアント７０２のアクセス権を変更する位置認証部７０４と、から構成され
る。
【００１７】
　なお、サーバ７０１、クライアント７０２および無線タグリーダ７０３ａは、それぞれ
ネットワークを介して接続されており、無線タグリーダ７０３ａと無線タグ７０３ｂとは
無線通信によって接続されている。
【００１８】
　無線タグリーダ７０３ａが無線タグ７０３ｂから検出してサーバ７０１に送信するタグ
の固有ＩＤと、クライアント７０２がサーバ７０１に送信するタグの固有ＩＤとが一致し
た場合にユーザにファイルアクセスの許可を与える仕組みで、サーバ７０１から一定距離
にあるクライアント７０２にのみファイルアクセスの許可を与えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１９】
【特許文献１】特開２００５－２６７３５３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかしながら、上記特許文献１の構成では、以下の問題が発生する。
【００２１】
　第一に、サーバ７０１はクライアント７０２の詳細な位置を把握することはできず、ク
ライアント７０２の位置がサーバ７０１を中心とした一定の範囲内にあるか否か、という
情報しか得ることができない。
【００２２】
　第二に、サーバ７０１はクライアント７０２から要求を受けた際、どのクライアント７
０２から要求を受けたのかを特定することはできず、要求を受けたクライアント７０２が
ファイルアクセス可能な条件を満たしているか、という判断のみを行う。
【００２３】
　第三に、クライアント７０２の電源が入っている状態でなければデータのやり取りを行
うことができず、クライアント７０２が何らかの理由で電源を投入できない場合、サーバ
７０１は端末内部のメモリに記録された情報を取得できない。
【００２４】
　本発明の目的は、各端末とサーバが無線通信によってデータを伝送する構成においても
端末の物理位置と通信用アドレスとを対応付け、要求のあった端末の詳細な位置を特定す
ることである。
【００２５】
　また、対応付けられた情報を用いて、端末の電源が入っていない状態においてもログ情
報の書き込み・読み出しができる構成を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の端末管理システムは、通信サーバと、複数の無線端末と、通信サーバに接続さ
れ、複数の無線端末との通信を行う無線基地局と、通信サーバに接続され、ＲＦＩＤタグ
のＩＤ番号読み取り機能、および前記ＲＦＩＤタグとの空間距離検出機能を有した複数の
タグリーダとを備え、無線端末は、固有のＩＤ番号が割当てられたＲＦＩＤタグと、固有
の通信用アドレスが割当てられた無線通信インターフェースと、ＲＦＩＤタグのＩＤ番号
と同一のＩＤ番号が記憶された不揮発性メモリとを有し、無線端末は、無線基地局との無
線通信を介して通信サーバへ通信用アドレスと共に不揮発性メモリに記憶されたＩＤ番号
を伝送し、タグリーダは、ＲＦＩＤタグとの空間距離とＲＦＩＤタグのＩＤ番号とを通信
サーバに伝送し、通信サーバは、同一のＩＤ番号で関連付けられた無線端末の物理位置と
通信用アドレスとを対応付ける。
【００２７】
　以上の構成により、通信サーバは、無線基地局を介して端末の通信用アドレスと不揮発
性メモリに記録されたＩＤ番号を取得し、無線タグリーダを介して、無線端末の物理位置
とＲＦＩＤタグに記録されたＩＤ番号を取得することができ、同一のＩＤ番号を用いて無
線端末の物理位置と通信用アドレスとを対応付けることができる。
【００２８】
　また、対応付けられた情報を用いて、通信サーバがタグリーダライタを介してＲＦＩＤ
タグに情報を書込むことで、端末の電源が入っていない状態においても情報の読み出しを
行うことができる。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のように、本発明の無線端末および端末管理システムによれば、無線通信において
も各無線端末の物理位置と通信用アドレスとを対応付けることができ、通信サーバは目的
とする端末の位置を特定することができる。また、無線通信により各無線端末から通信サ
ーバへ情報を伝送することが可能になるため、配線が不要となり、重量やコストの削減を
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行うことができる。さらに、無線端末の電源が入っていない状態においても、通信サーバ
はＲＦＩＤタグから無線端末に関する情報の読み出しを行うことができ、メンテナンス作
業の効率化に繋がるほか、故障時の対応にも効果的である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態１における端末管理システムの構成図
【図２】同実施の形態１における端末の構成図
【図３】同実施の形態１における航空機内の座席レイアウト情報の説明図
【図４】同実施の形態１における座席レイアウト情報を用いた座標と座席番号との対応付
けを示す図
【図５】本発明の実施の形態２における端末管理システムの構成図
【図６】従来の端末管理システムの構成図
【図７】従来の電子情報管理システムの構成図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１における端末管理システムの構成図で、座席が配列された
航空機内の客室の一部を側面から見た図である。図２は各座席に配置された端末の構成図
、図３は航空機内の座席レイアウト情報を説明するための図で、客室を上方から見た平面
図である。各図において、従来例の図６と同じものは同一の番号を付している。
【００３３】
　本実施の形態では、端末管理システムを、図３に示されるような航空機３００内の各座
席１０７ａ～１０７ｃに設置された端末の管理システムとして説明する。
【００３４】
　図１は、図３における航空機内の客室の座席のうち、先頭から３席の座席（図３の円で
囲まれた部分）について示した図である。図１において、１００は通信サーバ、１０１は
無線基地局（アクセスポイント）、１０２ａ～１０２ｃはタグリーダ、１０３ａ～１０３
ｃは座席にそれぞれ設置された端末、１０４ａ～１０４ｃは端末１０３ａ～１０３ｃにそ
れぞれ設置されたＲＦＩＤタグ、１０５は座席レイアウト情報、１０６ａ～１０６ｃは読
書灯、１０７ａ～１０７ｃは航空機内の座席である。
【００３５】
　通信サーバ１００は航空機内の座席のレイアウト情報１０５を有し、無線基地局１０１
、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃ、読書灯１０６ａ～１０６ｃとそれぞれ接続され、無線
基地局１０１を介して端末１０３ａ～１０３ｃとの通信を行い、タグリーダ１０２ａ～１
０２ｃを介してＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃとの通信を行う。
【００３６】
　無線基地局１０１は、通信サーバ１００に接続され、各端末１０３ａ～１０３ｃとの無
線通信を行う。
【００３７】
　タグリーダ１０２ａ～１０２ｃは客室内に所定の間隔で複数配置されており、複数のタ
グリーダ１０２ａ～１０２ｃを用いて端末１０３ａ～１０３ｃに貼付されたＲＦＩＤタグ
１０４ａ～１０４ｃの空間距離を検出し、ＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃから読み取っ
たＩＤ番号と共に通信サーバ１００に伝送する。
【００３８】
　通信サーバ１００は、複数のタグリーダ１０２ａ～１０２ｃから送られた空間距離を基
に、ＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃのそれぞれの図３のＸＹ平面上における物理位置（
座標）を、三角測量等の位置算出手法により算出する。
【００３９】
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　図３は航空機内の座席レイアウトの例であり、数字が縦列番号、アルファベットが横列
番号にそれぞれ対応している。航空機の客室の座席配置は主に図３のようになっており、
縦列と横列に数字とアルファベットが割り当てられ、座席１０７ａの座席番号は、「１－
Ａ」と表される。
【００４０】
　端末１０３ａ～１０３ｃについては、図２を用いて説明する。図２は、図１における端
末１０３ａ～１０３ｃの詳細な構成図である。図２において、１０３は図１の端末１０３
ａ～１０３ｃの拡大図である。１０４は図１のＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃの拡大図
で、端末１０３の外部に貼付されている。２００は端末内部の不揮発性メモリ、２０１は
無線通信インターフェースで、ＲＦＩＤタグ１０４に記録されたＩＤ番号と不揮発性メモ
リ２００に記録されたＩＤ番号は同一の番号である。
【００４１】
　本発明の最も重要な点は、図２に示すように、端末１０３内部の不揮発性メモリ２００
と、貼付されたＲＦＩＤタグ１０４に同一のＩＤ番号を付与することにある。例えば工場
出荷時に、端末１０３内部の不揮発性メモリ２００と、その端末１０３に貼付されるＲＦ
ＩＤタグ１０４に同一のＩＤ番号‘１３９５’を記録しておく。
【００４２】
　このようにして、端末１０３とＲＦＩＤタグ１０４に同一のＩＤ番号を付与することに
より、図１の通信サーバ１００は、無線基地局１０１を介して、不揮発性メモリ２００に
記録されたＩＤ番号と端末１０３のＩＰアドレスとを受信し、さらにタグリーダ１０２ａ
～１０２ｃからＲＦＩＤタグ１０４に記録されたＩＤ番号と端末１０３の座標を受信した
とき、通信サーバ１００は２つの経路から同一のＩＤ番号を取得することができ、端末１
０３ａ～１０３ｃのＩＰアドレスと端末１０３ａ～１０３ｃの物理位置とを対応付けるこ
とが可能になる。
【００４３】
　なお、同一となるＩＤ番号は、ある１つの端末１０３に貼付されたＲＦＩＤタグ１０４
に記録されたＩＤ番号と、不揮発性メモリ２００に記録されたＩＤ番号の１組のみであり
、他には存在しない。
【００４４】
　座席レイアウト情報１０５は通信サーバ１００が保持するデータベースであり、座席番
号の並び順・前後左右の位置関係の情報を持ち、図３の座席配置と、後述する図５の１０
５に相当する。
【００４５】
　通信サーバ１００は、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃが検出した空間距離からＲＦＩＤ
タグ１０４ａ～１０４ｃの座標を全て算出し相対位置を求め、座席レイアウト情報１０５
と照合することにより、端末１０３ａ～１０３ｃが設置された座席の番号を特定する。
【００４６】
　表１に座席レイアウト情報１０５の一部を示す。
【００４７】
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【表１】

【００４８】
　以上のように構成された本実施の形態の端末管理システム全体の動作について、端末１
０３ａを例に挙げ、以下に説明する。
【００４９】
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　まず端末１０３ａが無線基地局１０１を介して通信サーバ１００にＩＰアドレスを要求
し、通信サーバ１００は、無線基地局１０１を介して各端末１０３ａに、ＩＰアドレス‘
１９２．１６８．０．１０１’を割当てる。
【００５０】
　次に、端末１０３ａは無線基地局１０１を介して、端末１０３ａの不揮発メモリに記録
されたＩＤ番号‘１３９５’とＩＰアドレス‘１９２．１６８．０．１０１’の組み合わ
せを通信サーバ１００に送信する。表１の右側６０１は端末１０３ａ～１０３ｃが無線基
地局１０１を介して通信サーバ１００に送信する情報であり、各端末のＩＰアドレスと不
揮発メモリに記録されたＩＤ番号の組み合わせである。
【００５１】
　一方、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃは３機がＲＦＩＤタグ１０４ａとのそれぞれの空
間距離を検出し、ＲＦＩＤタグ１０４ａに記録されたＩＤ番号‘１３９５’と共に通信サ
ーバ１００に送信する。
【００５２】
　通信サーバ１００は、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃから送られてきた空間距離を用い
、三角測量を行うことによって、図３の座標軸３０１によって表されるＸＹ平面上でのＲ
ＦＩＤタグ１０４ａの座標（端末１０３ａの座標）Ｘ：１．２、Ｙ：１．２を算出する。
【００５３】
　表１の左側６００はタグリーダ１０２ａ～１０２ｃが通信サーバ１００に送信する情報
から得られた各端末の座標とＩＤ番号の組み合わせである。
【００５４】
　以上の操作を繰り返し行い、通信サーバ１００は全端末のＩＰアドレス・不揮発メモリ
に記録されたＩＤ番号・ＸＹ座標・ＲＦＩＤタグに記録されたＩＤ番号を入手する。ここ
で、座標と座席番号の対応について、図５を用いて説明する。図５は全端末のＸＹ座標と
レイアウト情報１０５の対応付けを表しており、レイアウト情報１０５を用いて全端末の
ＸＹ座標と座席番号が関連付けられる。例えば、端末１０３ａには座標Ｘ：１．２、Ｙ：
１．２から、座席番号「１－Ａ」が割り当てられる。なお、座標数値「１．２」等は、物
理的距離をＸＹ座標における相対的な位置関係で数値化したものであり、物理的距離その
ものではない。
【００５５】
　最後に、通信サーバ１００がタグリーダ１０２ａ～１０２ｃを介して得た情報である「
端末１０３ａの座席番号１－ＡとＲＦＩＤタグ１０４ａから読取ったＩＤ番号‘１３９５
’」と、無線基地局１０１を介して受信した「端末１０３ａのＩＰアドレス‘１９２．１
６８．０．１０１’と不揮発メモリに記録されたＩＤ番号‘１３９５’」という２つの情
報の組合せを、ＩＤ番号の等しいもので対応付けることにより、端末１０３ａのＩＰアド
レス‘１９２．１６８．０．１０１’と端末１０３ａの座席番号「１－Ａ」を関連付けて
マッピングすることが可能になる。
【００５６】
　表１は通信サーバ１００が、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃを介して得た情報６００と
、端末１０３ａ～１０３ｃから無線基地局１０１を介して受信した情報６０１とを組み合
わせ、最終的に作成する表であり、表１を用いることにより、通信サーバ１００はＩＰア
ドレス‘１９２．１６８．０．１０１’が座席番号１－Ａに設置された端末１０３ａのも
のであることがわかる。
【００５７】
　以上の動作を他の端末１０３ｂ、１０３ｃ等についても行うことで、全ての端末の座席
番号とＩＰアドレスを対応付けることができる。
【００５８】
　本実施の形態により、通信サーバ１００は無線通信においても各端末１０３ａ～１０３
ｃの座席番号とＩＰアドレスを関連付けることができるため、ある乗客が端末１０３ａ～
１０３ｃを用いてアテンダントの呼び出しや読書灯１０６ａ～１０６ｃの点灯を行う際に
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、通信サーバ１００は端末１０３ａ～１０３ｃより受信したＩＰアドレスを上記の方式に
より座席番号と対応付けることで、要求を行った乗客の座席番号を把握し、アテンダント
はその乗客に対して個別に読書灯の点灯などのサービスを行うことができる。
【００５９】
　本実施の形態においては、航空機内の各座席に設置された端末の管理システムとして説
明したが、無線通信においてサーバが端末を管理する他のシステムにおいても本発明を適
用することができる。
【００６０】
　また、ＲＦＩＤタグ１０４ａの位置検出手法として、タグリーダ１０２ａ～１０２ｃに
よる空間距離検出からの三角測量を例に挙げ説明したが、その他の位置検出手法を使用し
てもよい。
【００６１】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態１では通信サーバ１００が端末１０３ａ～１０３ｃの座席番号とＩ
Ｐアドレスを関連付けたが、実施の形態２ではその情報を利用した端末１０３ａ～１０３
ｃのメンテナンス方法について、図４を用い、端末１０３ａを例に挙げ、以下に説明する
。
【００６２】
　本実施の形態において、実施の形態１との相違点は、実施の形態１ではタグリーダ１０
２ａ～１０２ｃはＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃの位置検出機能とデータ読み取り機能
を有していたが、実施の形態２では、それに加えてＲＦＩＤタグ１０４ａ～１０４ｃへの
データ書き込み機能を有したタグリーダライタ５００ａ～５００ｃへ置き換えたことであ
る。
【００６３】
　実施の形態２では、通信サーバ１００が端末１０３ａの設置された座席番号「１－Ａ」
とＩＰアドレス‘１９２．１６８．０．１０１’を対応付けた後、通信サーバ１００は、
端末１０３ａから無線基地局１０１を介して受信した、端末１０３ａに関するログ情報（
起動・停止時刻や起動時間、過去のエラーログなど）を随時、タグリーダライタ５００ａ
を介してＲＦＩＤタグ１０４ａに書込む。端末１０３ａは通信サーバ１００に対して、ロ
グ情報と共にＩＰアドレス‘１９２．１６８．０．１０１’を送信するため、通信サーバ
１００は実施の形態１における表１のＩＤ番号‘１３９５’を用いて端末１０３ａの座席
番号「１－Ａ」を特定し、座席番号「１－Ａ」のＲＦＩＤタグ１０４ａへログ情報を書込
むことができる。
【００６４】
　以上の方式により、何らかの理由で端末１０３ａに故障が発生し、電源を投入すること
ができない場合でも、通信サーバ１００はＲＦＩＤタグ１０４ａからログ情報を読み出し
、メンテナンスに有効利用することができる。
【００６５】
　以上の動作を他の端末１０３ｂ、１０３ｃ等についても行うことで、通信サーバ１００
は全ての端末１０３ａ～１０３ｃに対して、端末１０３ａ～１０３ｃの電源が投入されて
いなくてもログ情報の読み書きを行うことができる。
【００６６】
　本実施の形態において、航空機内の各座席に設置された無線端末のメンテナンス方法と
して説明したが、無線通信においてサーバが無線端末とデータをやり取りする他のシステ
ムにおいても本発明を適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明にかかる無線通信による端末管理システムは、配線を必要としない無線通信にお
いても、サーバが各無線端末の物理位置と通信用アドレスを対応付けて管理し、要求のあ
った無線端末の位置を特定することができる。また無線端末の電源が入っていない状態に
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おいても無線端末のログ情報の読み出しを行うことができ、故障時の対応に効果的である
ので、各座席に無線端末の設置された航空機の客室や、オフィス、学校のパソコン室など
の環境で有用である。
【符号の説明】
【００６８】
　１００　通信サーバ
　１０１　無線基地局
　１０２ａ～１０２ｃ　タグリーダ
　１０３ａ～１０３ｃ　端末
　１０４ａ～１０４ｃ　ＲＦＩＤタグ
　１０５　座席レイアウト情報
　１０６ａ～１０６ｃ　読書灯
　１０７ａ～１０７ｃ　座席
　１０８　スポットライト
　２００　不揮発性メモリ
　２０１　無線通信インターフェース
　３００　航空機
　３０１　座標軸
　４００ａ～４００ｃ　スイッチ
　５００ａ～５００ｃ　タグリーダライタ
　６００　通信サーバがタグリーダから受信する情報
　６０１　通信サーバが端末から受信する情報
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